
 

 

 

第 9 回久留米市 

男女平等に関する 

市民意識調査報告書 

概要版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米女性憲章 

わたくしたちは、「男女共同参画社会 久留米」をめざし、人間としての自立と

平等を基本理念として、家庭で、学校で、職場で、地域で、生涯を通じ、男女

がともにのびやかに豊かに生きる新しいまちづくりを進めるために、この憲章を定め

ます。 

 

1 男女平等をあらゆる場、あらゆる機会で進めます。 

2 男女がともに自立し、いきいきと暮らせるまちをつくります。 

3 男女があらゆる分野にともに参画できるまちをつくります。 
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●男女平等に関する考え方 

「男は仕事、女は家庭」と考える人は減少し、家庭や社会などにおいて男女が平等であると感じる人は少

しずつ増加していますが、依然として男性が優遇されていると感じる人が多い状況です。一人ひとりが性

別にかかわらず、家庭や社会での役割を担うことができる環境づくりの取り組みを実施、継続していくことが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

男は仕事 
女は家庭 
という考え方 

「同感しない」の割合は令和元年度調査から 11.3 ポイント増加し、今回調査で
は「同感する」の割合を大幅に上回り、「性別によって、家庭や社会での役割を固
定するべきではない」という考え方の広まりがうかがえます。男性は、女性より「同感
する」の割合が高く、男女間で意識の違いがみられます。 

男女の地位の 
平等感 

「男性の方が優遇されている」と感じる人の割合は、「政治の場」、「社会の慣習・し
きたりなど」、「社会全体」では約７割～８割、「学校教育の場」を除くそのほかの
場面では、４割を超えています。男女平等への意識の高まりに対して、現状はまだ
男性優位の社会であることがわかります。 

1.9 

1.8 

1.9 

19.6 

17.1 

22.7 

34.5 

36.5 

31.8 

42.9 

43.6 

42.3 

1.2 

0.9 

1.3 

0% 25% 50% 75% 100%

全体(N=1120)

女性(N=649)

男性(N=466)

同感する ある程度同感する あまり同感しない 同感しない 無回答

「同感する」 「同感しない」

21.5

18.9

24.6

77.4

80.1

74.1

性

別

4.4 

2.6 

1.7 

2.0 

0.3 

3.4 

1.3 

1.8 

11.7 

8.2 

5.8 

8.5 

1.1 

7.7 

3.9 

6.0 

31.4 

30.5 

71.2 

38.2 

11.5 

36.0 

13.8 

17.0 

36.5 

38.6 

12.1 

36.5 

39.4 

34.2 

48.6 

53.6 

12.1 

14.3 

2.2 

8.3 

42.2 

12.0 

26.5 

15.9 

3.8 

5.8 

7.1 

6.5 

5.5 

6.8 

6.0 

5.8 

0% 25% 50% 75% 100%

家庭生活では

職場では

学校教育の場では

地域活動・社会活動の場では

政治の場では

法律や制度のうえでは

社会の慣習・しきたりなどでは

社会全体では

女性の方が優遇されている どちらかといえば女性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば男性の方が優遇されている

男性の方が優遇されている 無回答

(N=1,120)
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●ワーク・ライフ・バランス 

男女ともに、「仕事」と「家庭生活・プライベート」の両立を希望する割合に対して、現実は「仕事」の優先度

が高く、両立の割合は希望を下回っています。すべての人が希望のワーク・ライフ・バランスを実現するためには、

職場における、支援制度の拡充と、利用しやすい環境を整えることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワーク・ライフ・ 

バランスの 

希望と現実 

男女ともに、希望は「「仕事」と「家庭生活・プライベート」の両立」の割合が高いも
のの、現実では「「仕事」を優先」の割合が高く、希望するワーク・ライフ・バランスの
実現に、「仕事」が占める比率の高さが障壁となっていることがうかがえます。 

希 望 現 実 

ワーク・ライフ・ 

バランスの 

実現に必要なこと 

「長時間労働の抑制」、「年次有給休暇の取得促進」、「事業主や管理職の意
識改革」の割合が３割後半～４割後半と、労働環境に関する改善が強く求めら
れているほか、育児や介護と仕事を両立するための制度の普及も必要とされている
ことがわかります。 

0.8 

3.1 

53.0 

25.9 

5.2 

4.8 

7.2 

1.5 

5.4 

55.6 

21.7 

4.1 

5.8 

6.0 

03060

(%)

女性(N=649)

男性(N=466)

［回答は１つ］

2.9 

33.7 

42.5 

11.6 

0.7 

4.5 

4.0 

7.9 

47.9 

30.1 

7.6 

0.0 

3.1 

3.4 

0 30 60
(%)

女性(N=421)

男性(N=355)

［回答は１つ］

「仕事」に専念

「仕事」を優先

「仕事」と「家庭生活・プライベート」

を両立

「家庭生活・プライベート」を優先

「家庭生活・プライベート」に専念

わからない

無回答

40.2 

43.3 

38.8 

29.6 

21.6 

47.2 

39.5 

42.7 

22.3 

9.4 

0 25 50

長時間労働の抑制

年次有給休暇の取得促進

事業主や管理職の意識改革

育児休業・介護休暇などの両立支援制度の取

得促進

病児保育などの多様な保育サービスの提供

(%)

女性(N=649)

男性(N=466)

［回答は３つまで］

［上位５項目］
育児休業・介護休暇などの

両立支援制度の取得促進
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●社会活動などへの女性の参加・参画 

女性が地域の役職につくことについては、男女ともに消極的な考えをもつ人が増加傾向にあります。家庭

や仕事での負担を軽減するための支援制度を充実させるとともに、女性が地域の役職に積極的につくこと

ができる環境を整え、地域から社会全体へ、男女共同参画の実現を進めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性が地域の

役職を引き受け

ることへの考え 

女性の８割以上が「断る」と回答しています。その理由については、「仕事に支障が
でるから」、「役職につく知識や経験がないから」、「家事・育児や介護に支障がでる
から」が特に高く、家庭や仕事との両立を支援すること、女性がリーダーの経験を積
む機会を増やすことが必要とされていることがうかがえます。 

女 性 男 性 

地域活動における 

女性リーダーを 

増やすためには 

全体でみると、「育児や介護を支援するための施策を充実させる」、「さまざまな立
場の人が参加しやすいよう、活動時間帯を工夫する」、「家族が家事・育児を分担
する」が上位となっています。家事や育児、介護の負担の軽減と、地域活動へ参
加しやすい時間帯での開催が求められていることがわかります。 

35.3 

34.9 

33.8 

23.0 

16.9 

3.8 

11.0 

40.2 

36.8 

35.6 

17.6 

18.0 

2.2 

9.7 

28.8 

32.6 

31.5 

30.9 

15.5 

6.0 

12.7 

0 25 50

育児や介護を支援するための施策を

充実させる

さまざまな立場の人が参加しやすいよ

う、活動時間帯を工夫する

家族が家事・育児を分担する

男性中心の社会通念や慣習を改める

ための啓発活動を実施する

女性のリーダーを養成するための講座

やセミナーを開催する

その他

わからない

(%)

全体(N=1120)

女性(N=649)

男性(N=466)

［回答はいくつでも］

育児や介護を支援するための

施策を充実させる

さまざまな立場の人が参加しやすいよう、

活動時間帯を工夫する

男性中心の社会通念や慣習を

改めるための啓発活動を実施する

女性のリーダーを養成するための講座や

セミナーを開催する



 

5 

 

● DV・セクハラ 

ドメスティック・バイオレンス（DV）やセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）は、個人の基本的な権利や自由を

侵害する行為であり、根絶すべき重要な問題です。被害を受けた人が、相談することが出来ずに孤立すること

がないよう、支援体制を拡充するとともに、性別・年代を超えて正しい認識をもち、こうした被害をなくすことが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談した

53.0%

相談しなかった

43.2%

無回答

3.8%

女性(N=132)

1.3 

4.2 

1.7 

2.3 

1.7 

3.9 

7.2 

3.2 

1.9 

3.0 

72.1 

65.7 

72.1 

72.5 

72.3 

13.2 

9.0 

9.3 

9.6 

9.3 

9.4 

13.8 

13.7 

13.8 

13.7 

0% 25% 50% 75% 100%

身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力

社会的暴力

何度もあった １～２度あった なかった 今までパートナーがいなかった 無回答

(N=1,120)

DV は人権侵

害に当たるか 

全体の約１割が、DV は人権侵害であると「思わない」または「分からない」と回答
しています。すべての年代の人が、DV による人権侵害について学ぶ機会をもつこと
が大切です。 

暴力を受けた 

経験と相談 

暴力を受けた経験では「精神的暴力」が最も高く、１割を超えています。暴力を受
けた経験について、男性は７割半ば、女性は４割前半が「相談しなかった」と回答
しています。性別や被害の程度にかかわらず、誰もがためらいなく相談できるように、
環境整備や情報提供などを行うことが重要です。 

暴力を受けた経験 

受けた行為についての相談 

87.6 

89.7 

85.2 

2.1 

2.0 

2.4 

6.2 

4.3 

8.8 

4.1 

4.0 

3.6 

75% 80% 85% 90% 95% 100%

全体(N=1120)

女性(N=649)

男性(N=466)

思う 思わない 分からない 無回答

性

別

相談した

21.4%

相談しなかった

75.0%

無回答

3.6%

男性(N=56)
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● DV・セクハラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 

6.5 

5.4 

5.3 

4.7 

4.5 

4.4 

4.4 

10.0 

8.6 

6.2 

6.9 

4.3 

6.0 

5.4 

4.8 

6.7 

3.4 

4.3 

2.8 

5.4 

2.1 

2.8 

3.9 

0 6 12

体型や容姿について言われた

性的冗談や質問をされた

彼氏（彼女）はいるのかと聞かれた

身体に触られた、抱きつかれた

「男のくせに」「女のくせに」などと言われた

性的な関係を求められた

子どもはまだかと言われた

宴席でのお酌の強要、下品な余興

(%)

全体(N=1120)

女性(N=649)

男性(N=466)

［回答はいくつでも］

［上位８項目］

セクハラである

と感じた行為 

全体でみると「体型や容姿について言われた」の割合が最も高く、女性では１割が
セクハラであると感じています。こうした被害を防ぐために、職場や学校、地域などで
の啓発が重要です。 

セクハラについて 

相談しなかった 

人の割合 

性別でみると、男女ともにセクハラを受けた経験がある人のうち、半数に近い人が
「相談しなかった（できなかった）」と回答しています。相談しなかった理由として
は、「相談するほどでもないと思った」は男女ともに最も高く約６割となっています。
相談窓口の整備とあわせて、小さな問題を放置することのリスクや、相談することの
メリットを広く周知し、相談しない（できない）状況をなくすことが必要です。 
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● セクシュアル・マイノリティ（性的少数者） 

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）*¹の人権を守ることは、多様性を尊重する成熟した社会の実現に

つながります。セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）について正しい認識をもち、誰もが自分らしく生きること

ができる社会をつくるための支援や啓発、教育を推進することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42.7 

41.4 

31.2 

21.8 

16.6 

9.7 

4.1 

1.9 

0 25 50

学校など、子どものころからの教育や啓発

社会全体での教育や啓発

社会制度（法制度や条例制定など）の整備

性的少数者に関する相談や支援の充実

社会環境（トイレなど）の整備

わからない

特に必要ない

その他

(%)

全体(N=1120)

［回答は２つまで］

内容まで知っている

44.1%

名前は聞いた

ことがある

36.5%

知らない

13.4%

無回答

6.0%

全体(N=1120)

セクシュアル・

マイノリティの

認知度 

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の認知度は、令和元年度調査と比較し
て増加しています。認知度の増加の背景には、教育現場や職場などでの啓発など
があると考えられます。今後も、こうした取り組みを推進し、言葉のみにとどまらず、
内容の認知を広げていくことが大切です。 

セクシュアル・ 
マイノリティの 
人権を守るため
には 

「学校など、子どものころからの教育や啓発」、「社会全体での教育や啓発」が４割
を超え、教育や啓発が重要であると考える人が多いことが示されています。また、法
制度や条例の整備など、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の人権を尊重
するための取り組みを進めていくことが求められています。 

*¹セクシュアル・マイノリティ（性的少数者） 

ＬＧＢＴ(エルジービーティー)*²などの、性的指向（好きに

なる相手の性別）又は性自認（体に関係なく自分が認識

する性）などで多数者とは異なる性のありようを持つ人たちの

総称。 

 

*²ＬＧＢＴ(エルジービーティー) 

Ｌ（レズビアン）：女性として女性が好きな人 

Ｇ（ゲイ）：男性として男性が好きな人 

Ｂ（バイセクシャル）：性別に関わらず恋愛対象になる人 

Ｔ（トランスジェンダー）：産まれたときに割り当てられた性

別とは異なる性別を生きる人 
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● 男女共同参画社会の実現 

一人ひとりが、性別にかかわりなく、個性と能力を発揮することのできる、「男女共同参画社会 久留米」

をめざすためには、固定的な性別役割分担の意識を改め、個人の人権を尊重し合い、男女が平等に機

会を得ることができる環境づくりに、社会全体で取り組み、継続することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女平等を 
進めるために 
久留米市に 
求める取り組み 

全体でみると、「保育所・学童保育所の整備、育児休業制度の普及など、男女が
ともに働き続けるための環境整備」、「職場における男女の均等な取り扱い（仕事
の内容・賃金など）の周知徹底」、「男性の家事、育児、介護などへの参画を促
すような啓発」が上位となっています。 

●調査の概要● 
この調査は、久留米市男女共同参画行動計画（久留米市 DV 対策基本計画）の策定にあたり、市民の男女平等に

関する意識と実態について把握し、今後の施策検討の基礎資料を得ることを目的として実施しました。 

（１）調査地域   久留米市全域 

（２）調査対象者 満 15 歳以上の人、3,000 人 

（３）回収数(率) 1,120 票（37.3％） 

うち、郵送 692 票、インターネット 428 票 

（４）抽出方法   住民基本台帳から無作為抽出 

 

（５）調査方法  調査票を郵送し、郵送またはインターネットで回収 

（６）調査期間  令和６年９月９日～10 月４日 

（７）調査企画  久留米市 協働推進部 男女平等政策課 

（８）実施機関  エイジス九州株式会社 ＲＣ事業部 

（９）分析と監修 木原 渚（株式会社７７１ 代表取締役） 

38.6 

33.7 

31.7 

30.1 

29.4 

29.1 

25.0 

23.7 

23.0 

22.8 

21.7 

20.7 

20.2 

18.7 

13.8 

12.8 

5.7 

11.2 

0.9 

5.9 

44.1 

35.3 

39.6 

35.6 

29.3 

30.5 

28.5 

25.4 

24.8 

21.9 

24.7 

22.2 

22.0 

19.3 

12.6 

13.4 

4.5 

7.7 

0.3 

5.7 

31.1 

31.8 

21.0 

22.5 

29.6 

27.3 

20.2 

21.2 

20.6 

24.0 

17.6 

18.7 

17.6 

17.8 

15.5 

12.0 

7.5 

16.1 

1.7 

5.6 

0 25 50

保育所・学童保育所の整備、育児休業制度の普及など、

男女がともに働き続けるための環境整備

職場における男女の均等な取り扱い

（仕事の内容・賃金など）の周知徹底

男性の家事、育児、介護などへの

参画を促すような啓発

女性の再就職・起業・資格取得などのための

職業教育・訓練の機会の提供

固定的な性別役割分担意識にとらわれた

慣習・慣行の見直しの啓発

保育所・幼稚園や学校における

男女平等教育の充実

様々な困難を抱える女性への支援

ひとり親家庭や寡婦に対する支援

企業等へワーク・ライフ・バランスの

実現に向けた意識啓発

行政・企業・地域などあらゆる分野で

女性の積極的な登用促進

妊娠・出産・子育てと性に関する健康への支援

ＤＶや性暴力などの根絶に向けた

意識啓発と被害の防止

ＤＶや性暴力などの被害者支援のための取り組み

生涯を通じた男女の健康支援

広報紙やパンフレット、講座などによる

男女平等についての啓発

女性が地域で活躍するための意識啓発や人材育成

防災活動における女性の参画の推進

特にない

その他

無回答

(%)

全体(N=1120)

女性(N=649)

男性(N=466)

［回答はいくつでも］

保育所・学童保育所の整備、育児休業制度の普及など、

男女がともに働き続けるための環境整備

職場における男女の均等な取り扱い

（仕事の内容・賃金など）の周知徹底

女性の再就職・起業・資格取得などのための

職業教育・訓練の機会の提供

固定的な性別役割分担意識にとらわれた

慣習・慣行の見直しの啓発

行政・企業・地域などあらゆる分野で

女性の積極的な登用促進

広報紙やパンフレット、講座などによる

男女平等についての啓発

男性の家事、育児、介護などへの

参画を促すような啓発

保育所・幼稚園や学校における

男女平等教育の充実

企業等へワーク・ライフ・バランスの

実現に向けた意識啓発

ＤＶや性暴力などの根絶に向けた

意識啓発と被害の防止

様々な困難を抱える女性への支援

ひとり親家庭や寡婦に対する支援

妊娠・出産・子育てと性に関する健康への支援

ＤＶや性暴力などの被害者支援のための取り組み

生涯を通じた男女の健康支援

女性が地域で活躍するための意識啓発や人材育成

防災活動における女性の参画の推進

特にない

その他

無回答


